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規

則

(

第
七
号)

○
福
岡
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

社
会
活
動
推
進
課)

一

告

示

(

第
四
百
二
号)

○
福
岡
県
森
林
病
害
虫
等
防
除
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

林
業
振
興
課)

一

正

誤

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

平
成
二
十
一
年
福
岡
県
規

則
第
五
十
八
号)

中
正
誤

三

福
岡
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
七
号

福
岡
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
年
福
岡
県
規
則
第
四
十
九
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
三
号
中

｢
氏
名
｣

を

｢
氏
名
(フ
リ
ガ
ナ
)
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
告
示
第
四
百
二
号

福
岡
県
森
林
病
害
虫
等
防
除
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
森
林
病
害
虫
等
防
除
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

福
岡
県
森
林
病
害
虫
等
防
除
事
業
補
助
金
交
付
規
程

(

昭
和
三
十
四
年
一
月
福
岡
県
告
示
第
七
十
七

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
を
第
一
〇
条
と
し
、
第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

暴
力
団
等
排
除
措
置)

第
八
条

次
に
掲
げ
る
者
に
は
、
補
助
金
を
交
付
し
な
い
。

一

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号)

第

二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団

(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に

｢

暴
力
団｣

と
い
う
。)

又
は

同
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員

(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に

｢

暴
力
団
員｣

と
い
う
。)

二

暴
力
団
員
が
事
業
主
又
は
役
員
と
な
つ
て
い
る
事
業
者

三

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者

様
式
第
一
号
中

｢所
在
地

申
請
者
｣

を

｢所
在
地
(団
体
に
あ
つ
て
は
事
務
所
の
所
在
地
)

申
請
者
(団
体
に
あ
つ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
名
)

代
表
者
氏
名
フ
リ
ガ
ナ

(代
表
者
生
年
月
日

年
月

日
)

｣

に
、

｢２
事
業
の
内
容
及
び
経
費
の
配
分

付
表
１
の
と
お
り
｣

を

｢２
事
業
の
内
容
及
び
経
費
の
配
分

付
表
１
の
と
お
り

３
役
員
名
簿

付
表
２
の
と
お
り
｣

に
改
め
、
同
様
式
に
付
表
２
と

し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
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次

規
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告
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付表２ 
 
 

役 員 名 簿 
 

事業主体名（          ）         該当する性別、年号を○で囲
んでください。 

 
役職名 

（フリガナ） 
氏名 

 
性別 

 
住所 

 
生年月日 

   
男・女 
 

 明・大・昭・平 

 
年 月 日 

   
男・女 
 

 明・大・昭・平 

 
年 月 日 

   
男・女 
 

 明・大・昭・平 

 
年 月 日 

   
男・女 
 

 明・大・昭・平 

 
年 月 日 

   
男・女 
 

 明・大・昭・平 

 
年 月 日 

   
男・女 
 

 明・大・昭・平 

 
年 月 日 

   
男・女 
 

 明・大・昭・平 

 
年 月 日 

   
男・女 
 

 明・大・昭・平 

 
年 月 日 

   
男・女 
 

 明・大・昭・平 

 
年 月 日 

   
男・女 
 

 明・大・昭・平 

 
年 月 日 

代理人が申請を行う場合は、委任者、受任者の両方について提出すること。 

 



附

則

(
施
行
期
日)

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

改
正
後
の
福
岡
県
森
林
病
害
虫
等
防
除
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月

一
日
以
降
に
行
う
補
助
金
の
交
付
の
申
請
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
交
付
の
申
請
を
行
っ
た
補
助
金

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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正

誤

21
・
12
・
25

発
行
年
月
日

3055
増刊①

公
報

番
号

規
則

種
類

58 同
上

番
号

３
ペ
ー
ジ

○ 上
欄

下

後
か
ら

８
行

備

考

位○

置○

の
欄
中

正

管●

轄●

区●

域●

の
欄
中

誤


